
国税申告手続等の業務フロー① 法人税申告・消費税申告（法人）

① 日ごろの取引を記録

納税者（法人）・税理士

会計ソフト等

・ 電子証明書を利用
・ 添付書類も全てオンラインで提出可能

税務署

国税電子申告・納税システム（e-Tax）

③ 申告データ等を送信（XML形式、CSV
形式、イメージデータ（PDF形式）等）

＜国税申告手続＞

② 会計データを基に
 申告データを作成

各種データは国税庁の
基幹システムに保存
申告事績等として管理

地方税ポータル
システム（eLTAX）

e-Taxに送信された
データをeLTAXと連携

※法人税申告のみ



国税申告手続等の業務フロー② 所得税申告・消費税申告（個人）

納税者（個人）・税理士

税務署

国税電子申告・納税システム（e-Tax）

② 申告データ等を送信（XML等）
＜国税申告手続＞

各種データは国税庁の
基幹システムに保存
申告事績等として管理

マイナポータル

① 確定申告書の所定の
項目に入力

・マイナポ連携
（民間送達サービス等）

• 各種控除証明書
• 特定口座年間取引

報告書

民間企業等

会計ソフト等

確定申告書等
作成コーナー

（ＰＣ・スマホ）

地方税ポータル
システム（eLTAX）

e-Taxに送信された
データをeLTAXと連携

①’ マイナンバーカードで認証 ②’ 証明書等データを自動で取得・転記
※申告手続（所得税）の場合

公的機関
• 各種源泉徴収票
• 各種控除証明書
• 医療費通知情報等

（国税関係手続）
・申告手続（所得税）
・申告手続（消費税（個人））

※所得税申告のみ
・ マイナンバーカード等を利用
・ 添付書類も全てオンラインで提出可能

又は提出省略



国税申告手続等の業務フロー③ 相続税申告

納税者（個人）・税理士

e-Taxソフト・
会計ソフト等

・ 公的個人認証等を利用
・ 添付書類も全てオンラインで提出可能 税務署

国税電子申告・納税システム
（e-Tax）

④ 申告データ等を送信（XML形式、
  イメージデータ（PDF形式）等）

各種データは国税庁の
基幹システムに保存
申告事績等として管理

①’ 延納・物納申請
データを作成 ②’ 延納・物納申請データを送信

③’ 延納・物納許可通知書の郵送

e-Taxメッセージボックス

② 相続財産の評価
① 相続財産の分割

③ 相続財産価額を基に
 申告データを作成

＜国税申告手続＞

※担保提供関係書類の一部について
は書面による提出が必要


